
南都 VISA カード＆南都マスターカード会員規約 

 

改定後 改定前 

第１６条（代金決済口座および決済日） 

１．本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、

借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づ

く一切の債務について、本会員が支払いのために指

定した本会員名義の預金口座（以下預金口座を「決

済口座」という）からの口座振替により支払うもの

とします。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当

と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振

込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本

規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当

社が支払い方法を変更することはないものとしま

す。 

（略） 

第１６条（代金決済口座および決済日） 

１．本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、

借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づ

く一切の債務について、本会員が支払いのために指

定した本会員名義の預金口座からの口座振替によ

り支払うものとします（以下預金口座を「決済口座」

という）。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当

と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振

込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本

規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当

社が支払い方法を変更することはないものとしま

す。 

（略） 
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改定後 改定前 

第２２条（会員資格の取消） 

１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、

その他当社において会員として不適格と認めた場

合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すこと

ができるものとします。 

（略） 

⑧会員が、自らまたは第三者を利用して、次の（イ）

から（ホ）までのいずれかに該当する行為をした場

合 

（イ）暴力的な要求行為 （ロ）法的な責任を超え

た不当な要求行為 （ハ）取引に関して、脅迫的な

言動をし、または暴力を用いる行為 （ニ）風説を

流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀

損し、または当社の業務を妨害する行為 （ホ）そ

の他前記（イ）から（ニ）に準ずる行為 

（略） 

第２２条（会員資格の取消） 

１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、

その他当社において会員として不適格と認めた場

合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すこと

ができるものとします。 

（略） 

⑧会員が、自らまたは第三者を利用して、次の（イ）

から（ホ）までのいずれかに該当する行為をした場

合 

（イ）暴力的な要求行為 （ロ）法的な責任を超え

た不当な要求行為 （ハ）取引に関して、脅迫的な

言動をし、または暴力を用いる行為 （ニ）風説を

流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀

損し、または、当社の業務を妨害する行為（ホ）そ

の他前記（イ）から（ニ）に準ずる行為 

（略） 
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改定後 改定前 

第２４条（費用の負担） 

１．会員は、金融機関等にて振込により支払う場合

の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基

づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数

料（ただし、当社が受領するものは除きます）、本

規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その

他公租公課を負担するものとします。 

２．会員が支払期日において当社に支払うべき債務

の口座振替ができない場合、または当社指定口座へ

の振込が支払期日までにされなかった場合には、シ

ステム処理料、事務手数料およびその他カード利用

代金等（ただし、キャッシング利用代金を除く）の

弁済の受領に要する費用として、当社所定の手数料

を会員は負担するものとします。 

第２４条（費用の負担） 

１．会員は、金融機関等にて振込により支払う場合

の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基

づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数

料（ただし、当社が受領するものは除きます）、本

規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その

他公租公課を負担するものとします。 

２．会員が支払期日において当社に支払うべき債務

の口座振替または当社指定口座への振込が支払期

日までにされなかった場合には、システム処理料、

事務手数料およびその他カード利用代金等（ただ

し、キャッシング利用代金を除く）の弁済の受領に

要する費用として、４４０円（税込）を会員は負担

するものとします。 
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改定後 改定前 

＜繰上返済の可否および方法＞ 

 
１回 

払い 

リボル 

ビング 

払い 

分割 

払い 

キャッ 

シング 

リボ 

海外 

キャッ

シュ 

サービ

ス 

当社が別途定める期間に

おいて、当社の提携金融

機関の日本国内のATM

等から入金して返済する

方法 

× ○ × ○ 

○ 

（全額

返済の

み可） 

当社が別途定める期間に

事前に当社に申出ること

により、支払期日に口座

振替により返済する方法 

－ ○ 

○ 

（全額

返済の

み可） 

○ × 

当社が別途定める期間に

事前に当社に申出のう

え、振込等により当社指

定口座へ入金する 

方法（振込手数料はご負

担いただきます） 

○ ○ 

○ 

（全額

返済の

み可） 

○ ○ 

当社へ現金を持参して返

済する方法 
○ ○ 

○ 

（全額

返済の

み可） 

○ ○ 

※１：全額繰上返済：リボルビング払い、キャッシ

ングリボ、海外キャッシュサービスの場合、日割計

算にて返済日までの手数料または利息を併せて支

払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の

分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の

払戻しを当社に請求できます。 

※２：一部繰上返済：原則として返済金の全額を元

本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日

に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息

を支払うものとします。 

＜繰上返済の可否および方法＞ 

 
１回 

払い 

リボル 

ビング 

払い 

分割 

払い 

キャッ 

シング 

リボ 

海外 

キャッ

シュ 

サービ

ス 

当社が別途定める期間に

おいて、当社の提携金融

機関の日本国内のATM

等から入金して返済する

方法 

× ○ × ○ 

○ 

（全額

返済の

み可） 

当社が別途定める期間に

事前に当社に申出ること

により、支払期日に口座

振替により返済する方法 

－ ○ 

○ 

（全額

返済の

み可） 

○ × 

当社が別途定める期間に

事前に当社に申出のう

え、振込等により当社指

定口座へ入金する 

方法（振込手数料はご負

担いただきます） 

○ ○ 

○ 

（全額

返済の

み可） 

○ ○ 

当社へ現金を持参して返

済する方法 
○ ○ 

○ 

（全額

返済の

み可） 

○ ○ 

※１：全額繰上返済：リボルビング払い、キャッシ

ングリボ、海外キャッシュサービスの場合、日割計

算にて返済日までの手数料または利息を併せて支

払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の

分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の

払戻しを当社に請求できます。 

※２：一部繰上返済：原則として返済金の全額を元

本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日

に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息

を支払うものとします。 
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※３：リボルビング払いを ATM から入金して繰上

返済する場合は、カード利用後、当社が定める日ま

で返済できません。 

※４：海外キャッシュサービスを締切日までの同一

期間内に複数回利用し、当社が別途定める期間にお

いて当社の提携金融機関のATMから入金して返済

する場合、同一期間内に利用した海外キャッシュサ

ービス全件のみ返済が可能です。 

※５：上記にかかわらず、PiTaPa 利用金額等、そ

の他繰上返済できない場合があります。 

※６：本会員は、家族会員を本会員の代理人として、

家族会員が家族カードまたはその会員番号を用い

て ATM 等で繰上返済を行わせることができます。

家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で

繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中

止された場合を含みます）が行われた場合は、家族

会員が本会員の代理人として当該手続を行ったも

のとみなします。この場合、家族会員に対し、当該

繰上返済の対象となる残高（本会員および家族会員

のカードならびにそれらの会員番号の利用に基づ

く合計残高）が開示されます。 

※７：振込等により当社指定口座へ入金して繰上返

済する場合、金融機関から当該口座に入金された日

に返済手続が行われたものとして取り扱います。 

 

※３：リボルビング払いをATMから入金して繰上

返済する場合は、カード利用後、当社が定める日ま

で返済できません。 

※４：海外キャッシュサービスを締切日までの同一

期間内に複数回利用し、当社が別途定める期間にお

いて当社の提携金融機関のATMから入金して返済

する場合、同一期間内に利用した海外キャッシュサ

ービスの全件のみ返済が可能です。 

※５：上記にかかわらず、PiTaPa利用金額等、そ

の他繰上返済できない場合があります。 

※６：本会員は、家族会員を本会員の代理人として、

家族会員が家族カードまたはその会員番号を用い

てATM等で繰上返済を行わせることができます。

家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で

繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中

止された場合を含みます）が行われた場合は、家族

会員が本会員の代理人として当該手続を行ったも

のとみなします。この場合、家族会員に対し、当該

繰上返済の対象となる残高（本会員および家族会員

のカードならびにそれらの会員番号の利用に基づ

く合計残高）が開示されます。 

※７：振込等により当社指定口座へ入金して繰上返

済する場合、金融機関から当該口座に入金された日

に返済手続が行われたものとして取り扱います。 
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改定後 改定前 

＜ご相談窓口＞ 

１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カー

ドを利用された加盟店にご連絡ください。 

２．カード等の利用、請求内容等に係るお問合わせ

および宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申

出は、当社までお願いします。 

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情

報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様

相談室までお願いします。 

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談および支

払停止の抗弁に関する書面については、下記の当社

お客様相談室までご連絡ください。 

 

南都カードサービス株式会社 

＜お客様相談室＞ 

〒６３０-０２１３ 奈良県生駒市東生駒一丁目６

１番地７ 南都地所東生駒ビル４階 

電話番号 ０７４３－７０－８８８１ 

 

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のＶ

Ｊ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。 

＜ＶＪ紛失・盗難受付デスク＞ 

フリーダイヤル ０１２０－９１９４５６ 

上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用

ください。 

東京０３－６６２７－４０５７ 大阪０６－６４

４５－３５３０ 

※カードを利用しない場合には、利用開始する前に

切断のうえ当社にご返却ください。 

＜ご相談窓口＞ 

１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カー

ドを利用された加盟店にご連絡ください。 

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出

は、当社までお願いします。 

 

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情

報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様

相談室までお願いします。 

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談および支

払停止の抗弁に関する書面については、下記の当社

お客様相談室までご連絡ください。 

 

南都カードサービス株式会社 

＜お客様相談室＞ 

〒６３０-０２１３ 奈良県生駒市東生駒一丁目６

１番地７ 南都地所東生駒ビル ４階 

電話番号 ０７４３－７０－８８８１ 

 

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記の

VJ 紛失・盗難受付デスクまでお願いします。 

＜ＶＪ紛失・盗難受付デスク＞ 

フリーダイヤル ０１２０－９１９４５６ 

上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用

ください。 

東京０３－６６２７－４０５７ 大阪０６－６４

４５－３５３０ 

※カードを利用しない場合には、利用開始する前に

切断のうえ当社にご返却ください。 

 

 


